
●覚醒剤原料の事故・廃棄手続き
（薬局の場合）

調剤前 調剤後

覚醒剤原料廃棄届

覚醒剤原料事故届

医薬品覚醒剤原料
廃棄チャート（錠剤、カプセル等）

調剤済覚原譲受届
　＋調剤済覚原廃棄届全量施用しなかった

場合

全量施用

施用分

調剤前の事故（盗
取、所在不明等）

調剤中の汚染、誤調剤等

回収不可

回収可

紛失等事故が発生し
た場合

再利用
する

再利用
しない 処方箋原本を入手

できなかった場合

患者等が薬局へ残
り分を返却

覚醒剤原料廃棄届

覚醒剤原料譲渡報告

不要、変質等の覚醒
剤原料

業務廃止の際、所有
している覚醒剤原料

業務の廃止等による覚醒
剤原料廃棄願

他の覚醒剤原料取扱
者等に譲渡しない

他の覚醒剤原料取扱
者等に譲渡する

覚醒剤原料廃棄届

調剤中に発生した１
単位未満の残り

（※１）

（※３）

交付調剤処方箋等 残り分

一部施用した残り分

覚醒剤原料廃棄届

患者等から報告を受けた
場合、適宜対応すること

帳簿に戻入記載

調剤済覚原廃棄届
患者等が受け取りに
来ない場合

（※１）

（※２）

（注釈）

※１ 「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届」及び

「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届」をここ

では、「調剤済覚原譲受届」及び「調剤済覚原廃棄届」という。

※２ 「調剤済覚原譲受届」の提出は不要

※３ ファクシミリ等により処方箋情報の送付を受けて調整等したが、

処方箋原本を入手できなかった場合


